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令和７年度 第２回精華町入札調査監視委員会 議事録

日時 令和７年８月１９日（火） ９時５０分～１０時５０分

場所 精華町役場 ５階 ５０１・５０２会議室

出席委員 委 員 長 岩橋 威夫（副町長）

副委員長 木村 健司（事業部長）

委 員 浦本 佳行（総務部長）、西川 和裕（総務部次長）、久保 正

尚（住民部長）、田原 孝一（住民部次長）澤田 和郊（健康福祉環境部

長）、上野 明子（健康福祉環境部次長）、 山本 勝己（事業部次長）、松

井 克浩（教育部長）、今井 清（消防長）、塚田 寛（上下水道部長）

議事概要 １．開会

２．抽出案件の検証について

３．その他

次回抽出委員の選出（澤田委員を選出）

４．閉会

検証対象案件 令和７年４月１日～令和７年６月３０日に契約締結された予定価格２０

０万円以下の建設工事及び除草、剪定その他の工事に準ずる修繕案件に

関する業務

※調査対象は、法改正に伴い今年度より２００万円以下を対象とする。

抽出案件一覧 【①令和７年度 精華町庁舎屋内高圧限流ヒューズ等更新工事（総務

課）】

【②令和７年度 上水道緊急修繕（その１）（上下水道課）】

【③令和７年度 下狛米田前他道路反射鏡更新工事（自治推進課）】

検証件数 建設工事等の案件から３件（随意契約３件） ※対象件数７件

委員会意見 委員会において、具申すべき特段の意見等はない。
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議事 ●検証案件

①令和７年度 精華町庁舎屋内高圧限流ヒューズ等更新工事

意見・質問 回答等

・年１回、毎年行う停電点検の時

期に合わせて、経年劣化してくる

ヒューズ部分の取替え工事を実

施するとのことであるが、どれく

らいの頻度になるのか。

・実際、電源を落とした時にヒュ

ーズに不具合があれば、その際に

取り換え工事を追加するか、それ

を予め見込んでやるほうが、コス

トも作業時間も短縮できるし、安

価に済むのではないか。

・但し、工事内容を含むものを役

務で発注できるのか、また、変更

契約か、別契約にするのかも含め

て、まずは、課題を整理して、検

討する必要がある。

・見積書について、見積書に工事

名が入っていないなど、工事件名

の扱いが不適切である。

工事件名は、その年度において

固有名詞である。工事件名が工事

を特定するものであることを担

当者が理解していないことは間

違いの元であるので、徹底してほ

しい。

同じ個所を毎年するということでは

なく、数年に一度というぐらいの頻

度で実施することになる。

停電点検において、ヒューズ交換の

費用も併せて、年間計画の中に含め

ておくべきということか。
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②令和７年度 上水道緊急修繕（その１）

意見・質問 回答等

・本案件の、今までの経過を踏ま

えた今後の方向性について、説

明してほしい。

・令和７年度のいつからいつま

での待機契約内の案件になるの

か。

令和８年度からは、現在、組合を設

立した上で、当該組合を相手方とし

て随意契約する方向で調整を進め

ている。まずは今年度、組合の法人

化を進めていただいているところ

であり、１２月には法人化できると

いう方向性を確認している。当委員

会の中でも、本町の工事についても

近隣市町村と同様、組合と随意契約

をする方法を取れないのかと指摘

を受けていたところである。ただ、

問題としては、工事の契約をする場

合、入札参加の要件としては、建設

業の許可が必要となり、組合として

の技術者の専任配置が必要となる

が、現状では対応できない可能性が

あると聞いている点である。これに

ついては、組合の各業者とそれぞれ

個別に単価契約するというやり方

で、対応していきたいと考えてい

る。

この案件は、４月から５月までの、

約２００万円の待機業務になる。待

機業務の入札を実施するまでの準

備期間として２ヶ月間、前年度業者

と随意契約することとしている。

この待機業務を、法人の組合にして

もらうことを想定している。
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③令和７年度 下狛米田前他道路反射鏡更新工事

意見・質問 回答等

・価格的に安すぎないか。

・確かに、最低制限価格を設けて

大きな工事を発注しながら、一

方では、少額随意契約では、役務

を含めて最低制限価格がないと

いう点は、課題である。

・業者選定理由の中で、「道路反

射鏡等の施工を継続的に行って

いる」という部分があるが、具体

的に何か確認をしているのか。

・本件そのものの契約の適正性

については特に問題はないが、

随意契約の低価格入札について

は、法令等では特に決まってい

ないが、町の今後の随意契約の

あり方として、近隣市町村の状

況も含めて、引き続き注目して

いく必要がある。

企業努力をいただけたと考えてい

る。前回もこの業者が受注した。

落札履歴、施工履歴、HP 等で確認し

ている。また、全国道路標識・標示

業協会が、道路反射鏡等の道路の付

属構造物を取り扱う業者の協会で

あるので、協会に所属されている業

者が、専門的見地を持っているとい

う認識のもと、選定理由の一つとし

た。


